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運営業務（箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場]） 

1. 目的 

・箕面市民に憩いと集いの場を提供し、市民相互の交流及び市民文化の向上を図るととも

に、公共の福祉及び箕面船場地区のまち育てに資する施設であるという設置目的に基

づき、管理運営を行う。 

・個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の保護を徹底し、効率的運営を行う。 

2. 対象施設 

 施設名称「箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場]」 

地区内デッキ及び駅前広場 （エリア A~E）  3,485 ㎡ 

※詳細は、（箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] 利用手引き 2.「箕面市立

船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] 」施設概要）のとおり 

3. 運営業務期間 

地区内デッキ・駅前広場 運営期間：2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日 

4. 営業時間 

 ・供用開始後のイベント等による貸出日と貸出時間 

  地区内デッキ・駅前広場 貸出日：年末年始（12/29～1/3）を除く毎日 

              貸出時間帯：10：00～17：00 

5. 業務の実施体制 

・鉄道（箕面船場阪大前駅）開業日以降は、箕面市に納付金を納付します。 

・運営業務の業務責任者を定めます。 

  ※箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] の運営業務及び第 2 期公共施設群の

維持管理業務の 

業務責任者は兼務となります。 

・実施体制及び配置計画は、添付資料その 1「箕面船場阪大駅前まちづくり拠点施設（第

２期）整備運営事業 業務実施体制」のとおりです。 

・箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] の予約は、1 階の駐輪場事務室にて対応

します。 

・利用許可申請は、原則、6 ヶ月前の月初日より受付可能とします。 

・施設利用については、添付資料「箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] 利用手

引き 4.「箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] 」施設利用申込方法」により



ます。 

・箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] は、時間区分料金によって貸し出しま

す。 

・利用料金は、添付資料「箕面市立船場広場[地区内デッキ・駅前広場] 利用手引き 3.

「箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] 」利用時間・料金」のとおりです。 

・利用料金の減免及び還付については、添付資料「箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅

前広場] 利用手引き 5.「箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] 」施設利用料

金減免基準・還付基準」によります。 

・利用料金の徴収は、管理室にて現金支払い、もしくは、銀行振り込みによる決済としま

す。 

・「箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] 利用手引き」を活用し、利用者に対し

て利用に関する案内を行います。 

・緊急時及び非常時は、添付資料その 3「緊急連絡体制図」に基づき対応します。 

 

6. その他 

・大阪大学、JA 大阪北部及びみのおマルシェと連携し、各々の特性を生かした多様な事

業を展開します。 

・第 1 期の公共施設群と連携して、市民主体のイベントを開催します。 

・公の施設として、多くの方にご利用いただけるよう、情報発信し認知度を高めます。 

・箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] の情報（利用料金、利用の手引き等）に

ついては弊社ＨＰからもご覧いただけます。 

 

7. 収支予算書 

収支予算書（箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] ）は、添付資料その４をご

参照ください。 

（事業年度：2024 年度は、2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日） 

 

 

 

 



維持管理業務（箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] ） 

 

1. 目的 

  施設の初期の機能及び性能等が連続して発揮できる最適な状態を保ち、施設の利用者

が平等に安全かつ快適に利用できるような品質・水準等を保持することを目的としま

す。 

2. 対象施設 

  施設名称「箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] 」 

3. 維持管理業務期間 

 ・箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] 2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日 

 4. 業務の実施体制 

 ・運営・維持管理業務の統括責任者を定めます。 

 ・維持管理業務の業務責任者を定めます。 

 ・実施体制及び配置計画は、添付資料その 1「箕面船場阪大前駅前地区まちづくり拠点施

設（第 2 期）整備運営事業 業務実施体制」のとおりです。 

 ・業務範囲及び回数等は、添付資料その 2「年間作業計画書（2 期）」のとおりです。 

 ・業務内容等は、別途提出した「維持管理仕様書」に基づき実施します。 

 ・維持管理業務における緊急時及び非常時は、添付資料その 3「緊急連絡体制」に基づき

対応します。 

5. その他 

  安全管理業務については、提案書記載のとおり実施します。 

6. 収支予算書 

収支予算書（箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場] ）は、添付資料その４をご

参照ください。 

（事業年度：2024 年度は、2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日） 

 



【植栽管理業務】

【安全管理業務】 【外構維持管理業務】 （地区内デッキ） 【廃棄物処理業務】

【備品管理業務】 （駅前広場）

設備スタッフ 清掃スタッフ 設備スタッフ兼任 専門業者

＜委託企業＞東京ビジネスサービス株式会社

大阪支店に常駐

＜委託企業＞東京ビジネスサービス株式会社

施設に常駐

【設備管理業務】 【清掃業務】 【船場広場運営業務】

運営・維持管理業務　統括責任者　岩井　貴志

運営・維持管理業務　業務責任者　石丸　靖彦

S　　P　　C　（事業マネージャー）

添付資料　その1

箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場]

業務実施体制

箕　　　面　　　市



上段予定月
下段実施日

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

〇 〇

△ ○ △ ○

〇 〇 〇

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
年12回

清掃  

定期清掃（床洗浄） 1 式 適宜  

植栽 植栽作業 1 式 年3回

備考

日常清掃 1 式

外構清掃 1 式 年12回

△6月/12月　トラップ配置作
業　○7月/1月　防除作業

○7月/1月　防除作業

5月・12月剪定、2月施肥

衛生 害虫防除 1 式 年2回

消防 消防設備点検 1 式 年2回

設備保守点検業務 1 式 年12回 給排水点検含む電気設備

建物保守 建物管理保守業務定期点検 1 式 年1回 ファニチャー点検含む

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

添付資料　その2

2024年度　年間作業計画書

箕面市立箕面船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場]

作 業 項 目 数量 年間 施工回
数 ４月 ５月 ６月 １月 ２月 ３月 備考



　

統括責任者　岩井　貴志

携帯　080-9027-1106
箕面市ご担当者様

大阪支店

℡　06-6396-0030

緊急連絡体制図

（箕面市立船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場]）

課長　山本　敦子

携帯　090-8199-2723

新宿ビル集中管理センター

℡　03－3344－4451

支店長　葛西　真悟

携帯　090-9644-2665

設備要員　 日置　和樹

添付資料　その3

設備要員兼維持管理要員 清掃要員

110番通報／119番通報

清掃要員　　三田村　英和

設備要員兼維持管理要員 清掃要員

業務責任者　石丸　靖彦

携帯　070-3601-3860

東京ビジネスサービス㈱東京ビジネスサービス㈱

東京ビジネスサービス㈱ 東京ビジネスサービス㈱

東京ビジネスサービス㈱ 東京ビジネスサービス㈱

東京ビジネスサービス㈱

東京ビジネスサービス㈱

東京ビジネスサービス㈱

東京ビジネスサービス㈱



添付資料その４

利用料金表

1.　利用時間 10：00~17：00

2.　利用可能施設 地区内デッキ・駅前広場（エリアA~E)3,000㎡

3.　広場利用用途 物品販売・陳列・展示会・音楽会・興行・写真撮影・映画撮影等

4.　利用料金

駅前広場 全体

エリアA エリアB エリアC エリアD エリアE エリアA~E

（一般） （一般） （一般） （一般） （一般） （一般）

全日

（10：00~17：00）

※市民が利用される場合、上記一般利用料の2割を減免します。市民であることの照明ができるもの(保険証、運転免許証

※上記利用可能時間外でも、備品を留め置く等の場合は広場を利用できます。その場合、各エリアの1時間あたりの利用

　料を利用時間分いただきます。

※エリアを仕切る柵等はありません。許可されていないエリアまで利用された場合、当該エリア全体の利用料を頂きます

　のでご注意ください。

4,100円

利用時間

利用料（税抜）

20,900円1時間あたり 9,700円 2,300円 3,400円 5,500円

100,000円

※利用時間が1時間に満たない場合、利用時間は1時間として計算します。

（箕面市立箕面船場広場[地区内デッキ]・[駅前広場]）

　等で箕面市在住とわかるものを提示ください。

※障害者が利用される場合、上記一般利用料の10割を減免します。障害者手帳をご提示ください。

地区内デッキ

※営利目的の場合、市民・一般関係なく上記一般利用料の1.5倍の利用料をいただきます。

48,500円 11,300円 16,700円 27,500円 21,800円

※年末年始（12月29日~1月3日）は終日ご利用いただけません。



箕面２期　全体収支予算書（デッキ下駐輪場・駅舎駐輪場・地区内デッキ・駅前広場・共通経費） 東京ビジネスサービス株式会社

資料その４

収支予算書（箕面市立船場広場）

（年額　　単位：円・税込）

（１）収入 1,320,000

施設運営収入 1,320,000

利用料金収入 1,320,000

収入合計 1,320,000

（２）支出 4,577,000

維持管理費 2,377,000

303,000

0

754,000

120,000

0

1,200,000

2,377,000

運営費　 0

光熱水費 600,000

ＳＰＣ運営費 1,100,000

4,077,000

500,000

4,577,000

（３）収支 -3,257,000

-3,257,000

２期　収支合計（年額） -3,257,000

支出合計

収支

　

項目

建物保守管理業務

設備保守管理業務

清掃業務

箕面市立船場広場

安全管理業務

備品等維持管理業務

計

運営・維持管理費

市への納付金

人件費



添付資料その５










